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[bookmark: _Hlk1503997]桜ケ丘ハイツ自治連合会規約
（名称）
第1条 　本会は、桜ケ丘ハイツ自治連合会と称する。

（組織）
第２条　本会は、桜ケ丘ハイツにおける、桜ケ丘、皐ケ丘、桂ケ丘の３自治会 （以下「自治会」という。）の賛同をもって組織する。
２　本会の事務局は、可児市桜ケ丘地区センター内に置く。

（目的）
第３条　本会は、可児市自治連絡協議会に加入し、行政との連絡・調整や市政への住民要望の反映を図るとともに、自治会と連携して桜ケ丘ハイツ地域の中長期的課題の解決を目指し、住民の親和及び地域の発展を図ることを目的とする。

（会務）
第４条　本会は、前条の目的を達成するため、次の会務を遂行する。
  （１）行政機関との連絡、要望並びに協議に関すること。
  （２）市が行う各種行事への支援に関すること。 
  （３）各種の団体との連携に関すること。          
  （４）自治会が共通に抱える重要課題解決の支援に関すること。
　（５）自主防災意識の涵養及び体制整備に関すること。

（構成員）
第５条　本会は、次の者をもって構成する。
（１）所属自治会が自治会員の中から委嘱した者
  　　　自治会ごとに３名・ただし、やむを得ない場合は、２名以下とすることができる。
（２）当該年度の自治会会長及び副会長　　
 　　　 自治会ごとに各１名

（役員）
第６条　本会に、次の役員を置き会務の運営にあたる。
 　会　長　…　１　名
 　副会長　…　２　名
 　幹　事　…　若干名
　 委　員  …  ６　名
２　本会に顧問を置くことができる。
３  顧問は、定例役員会において選出し、会長が要請する。

（役員の選任）
第７条　会長、副会長は、定例役員会において第５条の委嘱者の中から選任する。その他の委嘱者を幹事とする。
２  会長は、副会長のうち１名を筆頭副会長に指名する。
３  会長は、幹事のうちから、筆頭幹事、会計幹事及び広報幹事各１名を指名する。
４　当該年度の自治会会長及び副会長（１自治会につき各１名）は、委員に就任する。


（役員の任期）
第８条　会長の任期は、２年とする。ただし、所属自治会から再委嘱を受けたときは、４年を限度に再任を妨げない。
２　副会長及び幹事の任期は、１年とする。ただし、 所属自治会から年度毎に再委嘱を受けたときは、３年を限度に再任を妨げない。
３　委員の任期は、当該年度の自治会役員任期とする。
４　役員に欠員が生じたときは、委嘱元の自治会から補充を受けるものとする。ただし、後任者の任期は前任者の残任期間とする。
５　役員は、任期終了後、新役員が選任されるまでの間、引き続きその職務を行う。

（役員の職務）
第９条　役員の職務は次のとおりとする。 
（１）会　長…本会を代表し、会務を統括する。 
  （２）副会長…会長を補佐し、第12条に定める専門委員会の事務を分掌するとともに、会長に事故ある時は、筆頭副会長から順次職務を代行する。 
（３）幹　事…会務の運営に参画する。なお、以下の別を設ける。
　　　①筆頭幹事…会長の指示により、予算決算案及び年間活動計画案並びに定例
役員会の議題の作成等をする。
　　　②会計幹事…筆頭幹事の指示により、収支を管理する。
③広報幹事…筆頭幹事の指示により、広報事務を処理する。
（４）委　員…幹事と協力し会務を処理するほか、自治会を代表して後期第１１条２項の事務を処理し、同第１２条１項の支援要請を行う。
  
（定例役員会）
第１０条　定例役員会は、第６条の役員をもって構成する。
２　定例役員会は、原則として毎月１回開催する。  
３　定例役員会は、予め議題を定めて会長が招集し、議長には会長又は副会長が当たる。 
４　会議は、役員の過半数の出席により成立する。ただし、１自治会につき１名以上の出席がなければならない。
５　議事は、合議制による全会一致をもって決する。ただし、合意に達しないときは、出席者の３分の２以上の賛成をもって決する。
６　議決事項は、会長から指名された幹事が議事録を作成し、速やかに複写を広報幹事に提出するとともに、原本を事務局に保管しなければならない。
７　筆頭幹事は、自治会と協力して議事の周知を図る。

（議決事項）
第１１条　定例役員会の議決事項は、次の各号のとおりとする。
（１）年度・活動計画、活動報告に関すること。
（２）予算、収支決算報告に関すること。
（３）会長、副会長の選任に関すること。
（４）規約の改廃に関すること。
（５）専門委員会の設置、員数及び解散等に関すること。
（６）顧問の招聘に関すること。
（７）その他、役員から提案された議事に関すること。
２　前項１号の計画案、２号の予算案及び４号の改廃案については、本会規約第３条の趣旨に基づき、予め自治会との協議を経て作成しなければならない。各議案の議決事項及び１号、２号の各報告の承認については、速やかに自治会に報告しなければならない。 
（専門委員会の設置・構成・解散）
第１２条　本会は、本会規約第４条４号に基づき、役員の要請があったとき、又は自治会から支援要請があったときは、　運営規則を定めて、専門委員会を設けることができる。
２　専門委員会の構成員数は、支援の趣旨を踏まえて、定例役員会が定める。
３　専門委員は、次の者をもって当てる。 
（１）本会の役員の中から選任された者。
　（２）所属する自治会から委嘱を受けた者。
　（３）定例役員会において委嘱を相当と認めた者。
４　専門委員会は、定例役員会が支援に関する事務が終了したと認めたときに解散する。

（専門委員会の職務）
第１３条　専門委員会は、支援事項について、役員の意見を求め、関係機関と協議するなど情報収集に努め、調査・研究し、その結果を書面にて定例役員会に報告しなければならない。
２　専門委員会の代表者は、定例役員会の求めに応じて、逐次、検討経過を報告しなければならない。
３　専門委員会は、報告書の複写を作成して、速やかに会長に提出しなければならない。
４　広報幹事は、自治会と協力して報告書の周知を図らなければならない。

（運営経費） 
第１４条　本会の運営経費は、次の各号の収入をもってこれに充てる。
（1） 可児市からの自治連合会地域づくり交付金
（２）その他（利息等）　

第１５条　削除

（会計年度）
第１６条　本会の会計年度は、毎年4月１日に始まり、翌年３月３１日に終わる。
２　本会の収支決算は、年1回、会計年度の終了後に行う。

（会計監査）                                                            
第１７条　本会の会計は、自治会の当該年度の会計部長に要請し、会計監査を受けなければならない。
２　自治会の当該年度の監査役員が協議し、その内の３名が会計監査に当たる。ただし、１自治会につき１名を超えてはならない。
３　会計幹事は、会計監査結果を定例役員会に報告しなければならない。

（協議事項）
第１８条　この規約に定めのない事項については、 原則として定例役員会において協議して決定する。ただし、急を要する案件については、会長と副会長が協議して決定し、次回の定例役員会に報告しなければならない。 

第１９条　削除
     付    則
１　この規約は、平成１３年３月１９日から施行する。
２　平成２年４月１日策定の桜ケ丘ハイツ自治連合会規約は、廃止する。
３　この規約は、平成１６年４月１日から一部改正して施行する。
４　この規約は、平成１８年２月２５日から一部改正して施行する。
５　この規約は、平成１９年４月１４日から一部改正して施行する。
６　この規約は、平成２０年４月１３日から一部改正して施行する。
７　この規約は、平成２１年４月１１日から一部改正して施行する。
８　この規約は、平成２２年４月１日から施行する。
９　この規約は、平成２５年４月１日から一部改正して施行する。
10　この規約は、令和３年４月１日から一部改正して施行する。
11　この規約は、令和５年４月1日から一部改正して施行する。
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